
証券コード 2425
平成28年６月10日

株 主 各 位
東京都大田区大森北一丁目２番３号

株 式 会 社 ケ ア サ ー ビ ス
代表取締役社長 福 原 敏 雄

　
第25回定時株主総会招集ご通知

　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第25回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月25日（土曜日）午後６
時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬具
記

１．日 時 平成28年６月27日（月曜日）午前10時
（受付開始時間は午前９時30分となっております。）

２．場 所 東京都大田区大森北一丁目２番３号
大森御幸ビル５階 株式会社ケアサービス本社
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照くださいますようお願い
申し上げます。）

３．目 的 事 項
報告事項 １. 第25期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

事業報告及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第25期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件（１）
第３号議案 定款一部変更の件（２）
第４号議案 取締役７名選任の件
第５号議案 監査役２名選任の件

以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上
げます。
　株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類の記載事項を修正する必要が生じた
場合は、修正後の事項をインターネット上の当社のウェブサイト（アドレスhttp://www.care.co.jp/）
に掲載させていただきますのでご了承ください。
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（提供書面）
事 業 報 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

　

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府による経済政策や日銀による金

融緩和を背景として、企業収益の改善や設備投資の増加、雇用情勢の改善等が進

み、景気は緩やかな回復基調が続きました。しかしながら、為替の変動や原油価

格の急落ならびに中国経済をはじめとした世界的な景気の減速傾向などにより、

先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

介護業界におきましては、国内の高齢化が進む中、介護サービスの需要は高ま

り、介護サービス受給者数及び介護給付費は増加しております。その一方で、介

護サービスを提供するために必要な有資格者をはじめとした人材の確保が、介護

事業者にとって引き続き大きな経営課題となっております。

また、平成27年４月には介護保険法が改正され、介護スタッフの賃上げにつな

がる処遇改善及びサービスの質の向上に取り組む事業者には加算を拡充する一方

で、増大する介護費用を抑制するために、介護サービス全体で平均して4.48％の

報酬単価の引き下げが行われました。このような状況の下、当社グループは早く

より今後の介護業界の変化を見据えた戦略の見直しを実施し、既存事業の強化及

び業務効率化を目的とした体制強化と先行投資を実施してまいりました。

当社グループの介護サービスの中核であるデイサービスでは、従前から進めて

いる東京23区を中心としたドミナント戦略によって、東京23区のみに与えられた

最も高い地域区分単価が９割以上の事業所で適用されています。また、研修・教

育体制の強化によって介護福祉士等の資格保有者の人数を継続して増加させたこ

と、重度の要介護者を積極的に受け入れていることによって、サービス提供体制

強化加算及び中重度者ケア体制加算の取得を推し進めてまいりました。その結果、

サービスの質の向上及び体制強化等による取得加算分が介護保険の基本報酬の引

き下げによる影響を上回り、当社グループにおける介護報酬の単価は上昇いたし

ました。

当連結会計年度においても、引き続き東京23区を中心としたドミナント戦略を
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推進してまいりました。一方で事業所の出退店につきましては、対象となる地域

の顧客データやテナント賃料、建設コストなどを慎重に見極め判断を行っており

ます。新規出店では、平成27年４月に東京都北区にJR東日本グループが開設した

子育て支援と高齢者福祉の複合施設である「COTONIOR（コトニア）赤羽」内に、

「デイサービスセンターコトニア赤羽」と「ケアプランセンターコトニア赤羽」を

開設いたしました。事業所の統合・閉鎖等に関しては、ドミナント戦略を推進す

る中で、さらなる合理化を目的として実施いたしました。平成27年４月に東京都

北区の「デイサービスセンター東十条」と「デイサービスセンター桐ヶ丘」を閉

鎖し、「デイサービスセンターコトニア赤羽」に統合いたしました。同月、「訪問

入浴鶴見」と「訪問入浴池上」を他事業所と統合し閉鎖いたしました。平成27年

５月には、「訪問介護池上」を他事業所と統合し閉鎖いたしました。平成27年９月

には、東京都杉並区の「デイサービスセンター八幡山」を閉鎖いたしました。

また、既存事業のさらなる強化を図るための新たな取り組みとして、平成27年

６月よりデイサービスにて日曜営業を開始し、当連結会計年度末までに12事業所

まで拡大いたしました。

さらに、高い品質のサービスを提供し続けるために、定着率の向上を目的とし

た従業員の処遇改善と研修体制の充実に一層の注力を図っております。

介護保険法改正や日曜営業開始に伴う準備対応、パート社員の正社員契約への

促進、人材採用コストの上昇はあったものの、主力のデイサービス及び前期（平

成27年３月期）に新たに開設したサービス付き高齢者向け住宅事業において、稼

働率が改善しております。

また、平成27年８月には、中国上海市に完全子会社である上海福原護理服務有

限公司を設立いたしました。経済成長が著しく少子高齢化が進行する中国におい

て、介護先進国である日本で積み上げた介護実績をもとに、質の高い介護サービ

スを提供してまいります。すでに現地の複数の医療介護グループと業務委託契約

を締結し、訪問入浴サービスと介護職員向けの介護研修講座の提供を開始いたし

ました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は8,299百万円、営業利益は242百万円、

経常利益は255百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は146百万円となりまし

た。

なお、当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、前事業年度との

比較分析は行っておりません。
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また、業績につきましては、前事業年度（平成27年３月期）まで売上原価に含

まれる労務費から補助金相当額である介護職員処遇改善加算を控除して算定して

おりましたが、平成27年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算制度の継続

及び拡大に伴い、売上高に含み算定しております。

　事業部門別の状況は以下の通りであります。

事業部門

前連結会計年度
(自平成26年４月１日
至平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自平成27年４月１日
至平成28年３月31日)

増減

売上高 構成比 売上高 構成比 金額 増減率

（千円） （％） （千円） （％） (千円) （％）

介護事業 - - 6,060,045 73.0 - -

エンゼルケア事業 - - 1,684,147 20.3 - -

サービス付き高齢者向け住宅事業 - - 555,417 6.7 - -

合計 - - 8,299,611 100.0 - -

(注）当社は、第25期（当連結会計年度）より連結計算書類を作成しているため、前連結会計年度は
記載しておりません。

② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は51百万円で、主なものはソフトウエアで

あります。

　

③ 資金調達の状況

当連結会計年度は、自己資金により所要資金を賄いましたので、特別な資金

調達は行っておりません。

　

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はございません。

　

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はございません。
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⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

該当事項はございません。

　

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得もしくは処分の状況

該当事項はございません。

　

(2) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 22 期

(平成25年３月期)
第 23 期

(平成26年３月期)
第 24 期

(平成27年３月期)

第 25 期
(平成28年３月期)
(当連結会計年度)

売 上 高(千円) - - - 8,299,611

経 常 利 益(千円) - - - 255,815

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) - - - 146,655

１株当たり当期純利益( 円 ) - - - 75.18

総 資 産(千円) - - - 2,887,088

純 資 産(千円) - - - 1,221,939

(注） 当社は、第25期（当連結会計年度）より連結計算書類を作成しているため、第24期以前は記載
しておりません。

　 ② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第 22 期

(平成25年３月期)
第 23 期

(平成26年３月期)
第 24 期

(平成27年３月期)

第 25 期
(平成28年３月期)
( 当 事 業 年 度 )

売 上 高(千円) 6,912,441 7,342,071 7,623,102 8,297,917

経 常 利 益(千円) 389,409 219,110 116,568 278,423

当 期 純 利 益(千円) 244,987 117,095 40,668 169,263

１株当たり当期純利益( 円 ) 23,332.16 56.90 20.42 86.77

総 資 産(千円) 3,118,721 3,193,665 2,839,749 2,911,128

純 資 産(千円) 1,076,348 1,116,950 1,125,791 1,246,563

（注）平成25年７月１日付で、普通株式１株につき200株の株式分割を行っており、第23期の１株当
たり当期純利益については、株式分割が当該期首に行われたものとして算出しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はございません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

上海福原護理服務
有限公司

350,000 USD 100％
中華人民共和国における介護事
業及び介護関連事業

(注）特定完全子会社には該当いたしません。

(4) 対処すべき課題

国内の介護サービス産業は高齢化の進行に伴い、今後も拡大傾向が続くと予想

されますが、既存介護事業者の台頭に加え、他業種からの新規参入が引き続き増

加することにより、競争は激化していくと考えられます。

平成27年４月より施行された介護保険法改正において介護サービス全体で平均

して4.48％の報酬単価の引き下げが行われたことにより、市場環境は大きく変化

しております。それによって、介護事業者は戦略の見直しが迫られており、当社

グループにおいても既存事業においては、収益性の改善のために効率的な事業所

運営と経費削減に取り組むことが重要な課題と考えております。介護サービスの

需要が高まっていく一方で、サービスを提供するために必要な有資格者をはじめ

とした人材の確保が引き続き大きな経営課題となっております。

当社グループにおいては、このような経営環境に対応し、継続的な成長に向け

た各事業の活性化を図ってまいります。当社グループの強みである東京23区を中

心としたドミナント戦略の推進により生み出される各サービス間のシナジー効果

を十分に活用してまいります。

人口密度が高く、移動効率性の良い東京23区は、今回の介護保険法改正におい

て、全国で最も高い地域区分単価が適用されており、当社グループは今後も引き

続き東京23区を中心としたドミナントエリアでの拠点の展開を継続してまいりま

す。しかしながら、今後の新規出店においては、次期介護保険法改正の動向に加

えて、地域の顧客データやテナント賃料、建設コストなどを慎重に見極めて進め

てまいります。

また、環境の変化に即した従業員の処遇改善と採用・研修機能の強化を推し進
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めております。今期においても優秀な従業員の育成・定着のために、パート社員

の正社員契約への促進や職能や経験に応じた各種手当の拡充など、ノウハウや経

験を持った人材が引き続き当社グループで活躍できる環境を整備しております。

平成26年12月に東京都大田区のJR大森駅前へ本社移転をしたことによって、随

時、採用及び研修ができるスペースを確保いたしました。専門職採用に加え、新

卒採用では大学生だけではなく、高校生、専門学校生を対象とした採用活動を行

っております。その結果、介護サービスに適性がある若く優秀な人材に対して、

長期的な視点で実務能力の向上を目的とした育成が可能となりました。

今後、さらに高齢化社会が進行する中で、ご利用者の人生を最後まで支えるた

めに当社グループの介護からエンゼルケアまでの各サービスが有機的な連携を図

るための仕組みの構築とサービス品質の向上を引き続き推し進めてまいります。

株主や投資家の皆様との対話やIR・広報活動の充実、内部統制の整備を通じて、

社会からさらに厚い信頼を得ることができるように努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜ります

よう、宜しくお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

部 門 主 要 サ ー ビ ス

介 護 事 業 部 門

通所介護サービス、認知症対応型通所介護サービス、訪問入浴サービ
ス、訪問介護サービス、居宅介護支援サービス、短期入所生活介護サ
ービス、福祉用具貸与サービス、特定福祉用具販売サービス、配食サ
ービス及びこれらの介護予防サービスを提供しております。

エンゼルケア事業部門 湯灌サービス、CDCサービス、クリーンサービスを提供しております。

サービス付き高齢者向け住宅事業部門
サービス付き高齢者向け住宅の管理運営ならびに特定施設入居者生活
介護サービス及び介護予防特定施設入居者生活サービスを提供してお
ります。
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(6) 主要な事業所（平成28年３月31日現在）

区 分 所 在 地

本 社 ○事務所（東京都大田区）

介 護 事 業

○デイサービス
（東京都：大田区９、杉並区６、世田谷区６、板橋区３、足立区３、
品川区３、目黒区２、葛飾区２、北区２、練馬区２、江東区１、
墨田区２、荒川区１、豊島区１、江戸川区２、西東京市１、三鷹市
１、武蔵野市１）

（新潟県：新潟市１）
○認知症対応型デイサービス
　（東京都：大田区２、文京区１、杉並区１）
○訪問入浴
（東京都：大田区２、杉並区２、世田谷区１、品川区１、豊島区１、
板橋区１、練馬区１、足立区１）

　（横浜市：港北区１、南区１）
○訪問介護
　（東京都：大田区３）
○居宅介護支援
（東京都：大田区２、板橋区２、世田谷区３、杉並区２、足立区１、
北区１）

　（新潟県：新潟市１）
○福祉用具貸与・特定福祉用具販売
　（東京都：大田区１）
○短期入所生活介護
　（東京都：大田区１）
○配食サービス
　（東京都：大田区１）

エ ン ゼ ル ケ ア 事 業

○湯灌サービス
（山形県１、福島県１、新潟県３、茨城県１、東京都２、
神奈川県３、埼玉県１、千葉県４、静岡県１、愛知県１）

○ＣＤＣサービス
　（東京都１、神奈川県１）
○クリーンサービス
　（東京都１）

サービス付き高齢者向け住宅事業
○サービス付き高齢者向け住宅（特定施設入居者生活介護）
　（埼玉県：さいたま市３、草加市１）
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(7) 従業員の状況（平成28年３月31日現在）

　 ① 企業集団の従業員の状況 857名

　 （注）当連結会計年度より企業集団の従業員の状況を記載しておりますので、

　 前連結会計年度末との比較は行っておりません。

　 ② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

851名 69名増 37.7歳 5.0年

　 （注） 上記従業員のほか、492名の臨時従業員が在籍しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 251百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 213

株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 136

株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 49

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はございません。
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２．株式の状況（平成28年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 5,760,000株

(2) 発行済株式の総数 2,100,000株（自己株式158,700株を含む）

(3) 株 主 数 902名

　

(4) 大 株 主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 友 愛 831,400株 42.82％

福 原 俊 晴 271,100 13.96

ケ ア サ ー ビ ス 従 業 員 持 株 会 91,700 4.72

渡 辺 栄 治 51,400 2.64

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 48,000 2.47

楠 田 卓 20,000 1.03

楠 本 秀 作 19,200 0.98

野村證券株式会社 野村ネット＆コール 17,200 0.88

株 式 会 社 埼 玉 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 11,900 0.61

野 村 證 券 株 式 会 社 11,700 0.60

（注）１．自己株式（158,700株）は上記大株主からは除いております。
２．持株比率は、自己株式を控除し、小数点以下第３位を切り捨てて算出しております。
３．その他株式に関する重要な事項
　 当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第

165条第２項及び定款第６条の定めにより、平成27年６月26日開催の当社取締役会の決議に
基づき、平成27年６月29日に自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により38,700株（発行
済株式総数に対する割合は1.95％）の自己株式を総額25,580,700円で取得いたしました。

３．新株予約権等の状況

該当事項はございません。
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４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成28年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 福 原 敏 雄 上海福原護理服務有限公司 董事長

常務取締役常務執行役員 富 澤 政 信 事業統括本部長

取 締 役 執 行 役 員 小 林 航 太 郎 第３事業部長

取 締 役 執 行 役 員 石 崎 利 生 社長補佐 兼 サポートセンター長

取 締 役 執 行 役 員 福 原 俊 晴 副サポートセンター長

常 勤 監 査 役 渡 辺 桂

監 査 役 藤 好 優 臣 藤好公認会計士事務所 代表

監 査 役 吉 田 由 美 子 株式会社古田土経営 専務取締役

（注）１．監査役 藤好 優臣及び監査役 吉田 由美子の両氏は、社外監査役であります。
　 監査役 藤好 優臣氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当な知

見を有しております。
２．当社は、監査役 藤好 優臣及び監査役　吉田 由美子の両氏を東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．平成27年11月20日開催の臨時株主総会において、監査役 渡辺 桂氏が選任され就任いたし

ました。
４．常勤監査役 太田 健太郎氏は平成27年11月20日付で辞任いたしました。
５．当社は平成27年６月22日開催された取締役会において、執行役員の選任及び役付執行役員の

選定を行い、それぞれ就任いたしました。
６．取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役 名 氏 名 職 名

執 行 役 員 三 浦 裕 二 第２事業部長

(2) 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 ５名 76百万円

監 査 役 　 ４名 15百万円

合 計 ９名 91百万円

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成14年６月27日開催の第11回定時株主総会において年額150百万
円以内と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成14年６月27日開催の第11回定時株主総会において年額50百万円
以内と決議いただいております。

３．上記支給額のうち、社外監査役２名の報酬は６百万円であります。
４. 当事業年度末の取締役の員数は５名、監査役の員数は３名であります。上記監査役の員数と

相違しておりますのは、平成27年11月20日をもって辞任により退任した監査役太田 健太郎
氏を含んでいるためであります。

５．当社は、平成18年８月31日の取締役会決議により、過年度在任期間を含め、今後、退任役員
に対し退職慰労金を支給しないことを決定し、これに伴い「役員退職慰労金規程」も廃止し
ております。
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(3) 社外役員に関する事項

監査役 藤好 優臣氏

① 他の法人等との兼職状況及び当社と当該法人等との関係

監査役藤好優臣氏は、藤好公認会計士事務所の代表を兼務しております。藤

好公認会計士事務所と当社は、取引その他特別な関係はございません。

② 当期における主な活動状況

当期開催の取締役会19回のうち16回に出席し、取締役や幹部社員の職務執行

状況を確認し、必要に応じて発言を行っております。当期開催の監査役会17回

のうち16回に出席し監査体制の強化を図るべく、特に公認会計士及び税理士と

して、専門的見地からの発言を行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はございません。

　

監査役 吉田 由美子氏

① 他の法人等との兼職状況及び当社と当該法人等との関係

監査役吉田由美子氏は、株式会社古田土経営の専務取締役を兼務しておりま

す。当社は、株式会社古田土経営の関連法人の税理士法人古田土会計に税務申

告書の作成代行を委託しております。その他特別な関係はございません。

② 当期における主な活動状況

当期開催の取締役会19回のうち17回に出席し、取締役や幹部社員の職務執行

状況を確認し、必要に応じて発言を行っております。当期開催の監査役会17回

のうち16回に出席し監査体制の強化を図るべく、特に経営コンサルタント及び

社会保険労務士としての経験を活かした有用な発言を行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はございません。
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５．会計監査人の状況

(1) 名称 京都監査法人

　

(2) 報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

20百万円

（注）１．会計監査人の報酬等について監査役会は、監査体制及び監査項目を検討した結果、当社の規
模、複雑性、リスクに照らし、監査報酬額は妥当な額であると同意の判断をいたしました。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業
年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　

(3) 非監査業務の内容

該当事項はございません。

　

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると認められるとき、

または当社にとってより適切な監査体制の整備が必要と判断されるときには、会

計監査人を解任または不再任とするための法令に定められた手続きをとる方針で

あります。

　

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はございません。

６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

（１）業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

の会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のと

おりであります。

　

① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

取締役及び従業員が業務執行において遵守すべき事項を定める「企業理念」、
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「行動指針」及びそれに基づく日々の行動目標を記した「ケアサービスフィロソフ

ィ」を制定し、周知徹底を図っております。なお、「ケアサービスフィロソフィ」

は、法令や社会環境の変化に応じ、随時これを見直してまいります。また、内部

通報規程に基づきコンプライアンスに関する相談、通報を受け付ける内部通報制

度を設置し長年運用を行っております。

内部監査部門は、当期全社経営方針と内部統制の4つの目的である「業務の有効

性と効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」、「資産の

保全」に基づき、経営全般にわたる管理、運用の制度及び業務の遂行状況に対し

て、内部監査を行っております。また、内部監査部門は、会社が有効・効率的か

つ適正に経営目標を達成する為に、その組織の内部において適用されるルールや

業務プロセスが整備・運用されていることを検査し、不正や誤謬防止に努めてお

ります。内部監査に関する事項は、代表取締役がこれを行っております。

　

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録及び各取締役が職務

権限規程に基づいて決裁した文書その他取締役の職務の執行に係る情報を適正に

記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存しておりま

す。

　

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の業務遂行上発生するリスクについては災害時を含む様々な行動基準及び

各種業務マニュアルにおいて、その発生時における対応を定め、また、ボイスメ

ール（音声メール）にて緊急連絡体制を敷き、損失の極小化を図っております。

経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、取締役会

等において充分に議論を尽くし、かつ、必要に応じ外部専門家の意見を徴し、意

思決定を行っております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は月に１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、

定款及び「取締役会規程」等に定める事項について、機動的に意思決定を行って

おります。

当社の業務執行上の意思決定は、「取締役会規程」等に定める事項を除き、「職

務権限規程」等に定める職務権限及び手続きに従って行っております。
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⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及び子会社から成る企業集団は、「ケアサービスフィロソフィ」を共有し、

グループ一体となった体制を構築します。

　

⑥ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従

業員に関する体制

当社は、監査役が必要とした場合、監査役を補助する従業員を置くものとし、

その人選については監査役との間で協議するものとします。

　

⑦ 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき従業員の任命、異動、評価及び懲戒については、事

前に常勤監査役に報告し、了承を得たうえで行うものとします。

　

⑧ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関

する体制

監査役は、取締役会その他重要な会議に出席いたしております。「稟議規程」に

よって決裁された起案文書は、すべて監査役に回付されます。

監査役は、必要に応じて取締役及び従業員から報告を求めることができ、取締

役及び従業員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合に

は、直ちに監査役に報告いたします。

　

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

内部監査部門は、監査の方針・計画等について監査役と事前協議を行い、また

監査に関する情報交換を行う等、監査役と緊密に連携しております。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

当社は、反社会的勢力対応規程に基づき、社会秩序や市民生活の安全を脅かす

反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体から

の要求を断固拒否し、これらと関係のある企業・団体・個人とは、いかなる取引

も行わない方針を堅持しております。

代表取締役が命ずる者は、警察及び関連団体等との連携に努めており、引き続

き反社会的勢力排除のための社内体制の整備・強化を進めております。

　

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の
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会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりでありま

す。

① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

「企業理念」、「行動指針」及び、それに基づく日々の行動目標を記した「ケア

サービスフィロソフィ」を制定し、取締役及び従業員に遵守の徹底を行っており

ます。また、内部通報規程に基づき、内部監査部門を窓口とした、コンプライア

ンスに関する相談、通報制度の運用を行っております。

内部監査部門は作成した内部監査計画書に基づき、実施した内部監査結果を代

表取締役に報告しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録や稟議書類等をはじめとする取締役執行上の各種情報について、

文書管理規程に基づき適切に記録保存を行っております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

内部監査部門による内部監査、及び会計監査人による適時の監査により、法令、

定款違反、その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行や事象が発見された

場合には直ちに、代表取締役に報告し適切な危機管理を行っております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会規程に基づき定時、または臨時に取締役会を開催しております。また、

効率的な職務の執行が行えるよう、取締役間の情報共有を加速する為に日々３０

分程度の会議を開催しております。

業績のタイムリーな把握については、戦略会議や基幹システムを通じて迅速に

報告されております。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

適宜、取締役会等で、担当取締役、経理財務部門長に報告を求め、子会社の運

用状況の確認を行っております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くこと求めた場合における当該従業

員に関する体制

該当事項はございません。
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⑦ 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項

該当事項はございません。

⑧ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関

する体制

監査役の情報収集の体制として、取締役会他、社内の重要な会議へ出席し、代

表取締役との意見交換の場を確保すること等に加え、取締役が決裁した社内稟議

を監査役が閲覧することで監査役による業務執行状況の確認と監査の実効性に努

めております。また、適宜部次長へのインタビューを行い、取締役の業務執行状

況を間接的に確認を行っております。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

内部監査部門は、監査の方針・計画、内部統制システムの整備・運用状況に関

する意見交換を行う等、監査役と緊密に連携しております。また、監査役は会計

監査人と定期的な会合を開催し情報交換を行っております。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

反社会的勢力対応規程を制定し、反社会的勢力排除に向けた体制の強化を図っ

ております。既存取引先と過去に締結した契約内容を見直し「反社会的勢力」に

関する事項についての条文に不足がある場合は、新たに契約書を締結し直すこと

等も行っております。また、新規の取引についても、契約時に厳正なチェックを

行い、反社会的勢力と取引を行わないこととしております。

７．会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本

方針については、特に定めておりません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主に対する利益還元を経営上

の重要な課題として位置付けております。剰余金の配当等の決定につきましては、

中長期的な事業計画に基づき、設備投資及び再投資のための内部資金を確保しつつ、

株主に対する安定的な配当を実施することを基本方針としております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具、 器 具 及 び 備 品

そ の 他

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,057,697

650,410

1,268,927

54,641

84,094

△377

829,390

316,564

274,728

33,399

8,436

131,203

106,063

25,140

381,621

287,715

38,075

56,307

△476

流 動 負 債 1,060,592

買 掛 金 145,388

一年内返済予定の長期借入金 232,192

リ ー ス 債 務 40,941

未 払 費 用 251,523

未 払 法 人 税 等 95,689

賞 与 引 当 金 119,062

事 業 所 閉 鎖 損 失 引 当 金 3,160

そ の 他 172,633

固 定 負 債 604,556

長 期 借 入 金 418,926

リ ー ス 債 務 81,166

退 職 給 付 に 係 る 負 債 83,249

そ の 他 21,214

負 債 合 計 1,665,148

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,223,955

資 本 金 205,125

資 本 剰 余 金 138,075

利 益 剰 余 金 998,112

自 己 株 式 △117,356

その他の包括利益累計額 △2,016

為 替 換 算 調 整 勘 定 △2,016

純 資 産 合 計 1,221,939

資 産 合 計 2,887,088 負 債 純 資 産 合 計 2,887,088

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,299,611

売 上 原 価 7,213,977

売 上 総 利 益 1,085,634

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 843,105

営 業 利 益 242,528

営 業 外 収 益

受 取 利 息 380

事 業 所 閉 鎖 損 失 引 当 金 戻 入 額 2,381

受 取 手 数 料 4,882

受 取 補 償 金 2,858

寄 付 金 3,000

そ の 他 5,548 19,050

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,484

そ の 他 1,278 5,763

経 常 利 益 255,815

特 別 損 失

減 損 損 失 482

事 業 所 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 2,665 3,148

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 252,666

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 100,801

法 人 税 等 調 整 額 5,210 106,011

当 期 純 利 益 146,655

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 146,655

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 205,125 138,075 874,226 △91,776 1,125,650

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △22,770 △22,770

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

146,655 146,655

自 己 株 式 の 取 得 △25,580 △25,580

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 123,885 △25,580 98,304

当 期 末 残 高 205,125 138,075 998,112 △117,356 1,223,955

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 140 － 140 1,125,791

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △22,770

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

146,655

自 己 株 式 の 取 得 △25,580

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△140 △2,016 △2,156 △2,156

当 期 変 動 額 合 計 △140 △2,016 △2,156 96,147

当 期 末 残 高 － △2,016 △2,016 1,221,939

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 上海福原護理服務有限公司

（2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の上海福原護理服務有限公司の決算日は、12月31日であります。

なお、連結計算書類の作成に当たっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を

使用しております。

４．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

原材料及び貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

（2）重要な固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く) 主として定率法

　主な資産の耐用年数

　建物 10～15年

　工具、器具及び備品 ４～８年

②無形固定資産(リース資産を除く） 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は残価保証額）とす

る定額法を採用しております。
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④長期前払費用 均等償却

（3）引当金の計上基準

①貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

②賞与引当金 　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき計上しております。

③事業所閉鎖損失引当金 　事業所の閉鎖に伴い発生する費用の支出に備えるため、

閉鎖費用の見込額を計上しております。

（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税は、発生連結会計年度の期間

費用として処理しております。

②退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法

　 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異及び過去勤務費用については、その発生時に一括費用処理しておりま

す。

２．追加情報に関する注記

（平成27年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算の会計処理について）

平成24年度の介護報酬改定において、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交

付金」の介護報酬への移行を円滑化するため、「例外的かつ経過的な取り扱い」として介護職員

処遇改善加算が創設されましたが、その例外的かつ経過的な取り扱いと、平成27年度の介護報酬

改定で予定されていた見直しに着目し、売上原価に含まれる労務費から当該金額を控除する会計

処理を継続してまいりました。しかし、平成27年度の介護報酬改定において、介護職員の安定確

保とともにその資質の向上が課題とされる中で介護職員処遇改善加算の「例外的かつ経過的な取

り扱い」の文言が削除され、その拡充が図られております。このため改定後の介護職員処遇改善

加算187,835千円については、介護報酬として売上高に計上するとともに同額を労務費として売

上原価に計上しております。
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（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成

28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産の計算（ただし、平

成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3％か

ら、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは30.8

％、平成30年４月１日以降のものについては30.6％にそれぞれ変更されております。

　その結果、繰延税金資産の金額が4,739千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調

整額が同額増加しております。

３．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 796,569千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末日における発行済株式の総数

　 普通株式 2,100,000株

２．当連結会計年度末日における自己株式の総数

　 普通株式 158,700株

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成27年６月22日
定 時 株 主 総 会

普通株式 22,770 11.5 平成27年３月31日 平成27年６月23日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類
配当金の
総 額
(千円)

配当の
原 資

１株当たり
配 当 額
(円)

基 準 日 効力発生日

平成28年６月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 24,266
利 益
剰余金

12.5 平成28年３月31日 平成28年６月28日
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５．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

主に介護事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達してお

ります。

なお、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、大部分が介護保険制度に基づく債権であり、相手先が保険者（市

町村及び特別区）であるため、リスクは微少であります。一方、個人負担額及びエンゼルケア事

業の債権については、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、ほとんど２ヶ月以内の支払期日であります。

長期借入金（原則として５年以内）は主に設備投資に係る資金調達です。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、主要な取引先の信用状況を把握するとともに、

債権回収の期日管理を行い、回収懸念の早期把握に努めております。

②資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

事業計画及び各部署からの報告に基づき、適時に資金計画を作成・更新することにより、流

動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異

なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 650,410 650,410 －

(2）売掛金 1,268,927

貸倒引当金 （※） △377

1,268,550 1,268,550 －

(3）敷金及び保証金 287,715 262,377 △25,337

資産計 2,206,676 2,181,338 △25,337

(1）買掛金 145,388 145,388 －

(2）未払法人税等 95,689 95,689 －

(3）長期借入金

（1年以内返済予定を含む）
651,118 652,314 1,196

(4）リース債務

（1年以内返済予定を含む）
122,108 120,484 △1,623

負債計 1,014,304 1,013,876 △427

(※) 売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
　

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(3) 敷金及び保証金

時価の算定は、合理的に見積りした敷金及び保証金の返還予定時期に基づき、国債の利率で

割り引いた現在価値によっております。

　

負 債

(1) 買掛金、(2) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(3) 長期借入金、 (4) リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入、割賦取引、又はリース取引を行った場

合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

６．１株当たり情報に関する注記

１. １株当たり純資産額 629円44銭

２. １株当たり当期純利益 75円18銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
平成28年５月17日

株式会社ケアサービス
　取締役会 御中

京都監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 高 津 靖 史 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 勝 彦 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ケアサービスの平成２７年４月１

日から平成２８年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結

計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対す

る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求

めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され

る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリ

スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社ケアサービス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期

間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以 上
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貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具、 器 具 及 び 備 品

そ の 他

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,041,730

634,356

1,268,927

54,641

84,181

△377

869,397

315,264

274,342

32,903

8,018

131,203

106,063

25,140

422,928

42,203

286,819

38,075

56,307

△476

流 動 負 債 1,060,408

買 掛 金 145,388

一年内返済予定の長期借入金 232,192

リ ー ス 債 務 40,941

未 払 費 用 251,523

未 払 法 人 税 等 95,689

賞 与 引 当 金 119,062

事 業 所 閉 鎖 損 失 引 当 金 3,160

そ の 他 172,449

固 定 負 債 604,155

長 期 借 入 金 418,926

リ ー ス 債 務 80,765

退 職 給 付 引 当 金 83,249

そ の 他 21,214

負 債 合 計 1,664,564

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,246,563

資 本 金 205,125

資 本 剰 余 金 138,075

資 本 準 備 金 138,075

利 益 剰 余 金 1,020,720

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,020,720

繰 越 利 益 剰 余 金 1,020,720

自 己 株 式 △117,356

純 資 産 合 計 1,246,563

資 産 合 計 2,911,128 負 債 純 資 産 合 計 2,911,128

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,297,917

売 上 原 価 7,213,687

売 上 総 利 益 1,084,229

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 819,031

営 業 利 益 265,198

営 業 外 収 益

受 取 利 息 369

事 業 所 閉 鎖 損 失 引 当 金 戻 入 額 2,381

受 取 手 数 料 4,882

受 取 補 償 金 2,858

寄 付 金 3,000

そ の 他 5,418 18,909

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,484

そ の 他 1,198 5,683

経 常 利 益 278,423

特 別 損 失

減 損 損 失 482

事 業 所 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 2,665 3,148

税 引 前 当 期 純 利 益 275,275

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 100,801

法 人 税 等 調 整 額 5,210 106,011

当 期 純 利 益 169,263

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

資本準備金 資本剰余金合計 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 205,125 138,075 138,075 874,226 874,226 △91,776 1,125,650

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △22,770 △22,770 △22,770

当 期 純 利 益 169,263 169,263 169,263

自 己 株 式 の 取 得 △25,580 △25,580

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － 146,493 146,493 △25,580 120,912

当 期 末 残 高 205,125 138,075 138,075 1,020,720 1,020,720 △117,356 1,246,563

評価・換算差額等

純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 140 140 1,125,791

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △22,770

当 期 純 利 益 169,263

自 己 株 式 の 取 得 △25,580

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△140 △140 △140

当 期 変 動 額 合 計 △140 △140 120,772

当 期 末 残 高 － － 1,246,563

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法に基づく原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

原材料及び貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法

　主な資産の耐用年数

　建物 10～15年

　工具、器具及び備品 ４～８年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く） 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は残価保証額）とす

る定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用 均等償却

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

(2) 賞与引当金 　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給

付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると

認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業

年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定

式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異及び過去勤務費用については、その発

生時に一括費用処理しております。
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(4) 事業所閉鎖損失引当金 　事業所の閉鎖に伴い発生する費用の支出に備えるため、

閉鎖費用の見込額を計上しております。

５．消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税は、発生事業年度の期間費用と

して処理しております。

２．表示方法の変更に関する注記

１．貸借対照表関係

　 前事業年度において、独立掲記しておりました以下の科目について、明瞭性を高める観点から

表示科目の見直しを行った結果、以下の表示方法の変更を行っております。

　
・「流動資産」の「商品」（当事業年度527千円）、「原材料及び貯蔵品」（当事業年度5,650千円）、

「前払費用」（当事業年度75,130千円）は、流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

　
・「有形固定資産」の「車両運搬具」（当事業年度0千円）、「リース資産」（当事業年度8,018千

円）は、有形固定資産の「その他」に含めて表示しております。

　
・「無形固定資産」の「ソフトウェア」（当事業年度21,749千円）は、無形固定資産の「その他」

に含めて表示しております。

　
・「投資その他の資産」の「出資金」（当事業年度10千円）、「長期貸付金」（当事業年度16,159千

円）、「破産更生債権等」（当事業年度476千円）、「長期前払費用」（当事業年度13,896千円）

は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

　
・「流動負債」の「未払金」（当事業年度35,660千円）、「未払消費税等」（当事業年度14,366千

円）、「預り金」（当事業年度21,495千円）、「前受収益」（当事業年度17,081千円）は流動負債

の「その他」に含めて表示しております。

　
２．損益計算書関係

　 前事業年度において、独立掲記しておりました以下の科目について、明瞭性を高める観点から

表示科目の見直しを行った結果、以下の表示方法の変更を行っております。

　
・「営業外収益」の「自動販売機収入」（当事業年度1,710千円）は、営業外収益の「受取手数

料」に含めて表示しております。
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３．追加情報に関する注記

（平成27年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算の会計処理について）

平成24年度の介護報酬改定において、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交

付金」の介護報酬への移行を円滑化するため、「例外的かつ経過的な取り扱い」として介護職員

処遇改善加算が創設されましたが、その例外的かつ経過的な取り扱いと、平成27年度の介護報酬

改定で予定されていた見直しに着目し、売上原価に含まれる労務費から当該金額を控除する会計

処理を継続してまいりました。しかし、平成27年度の介護報酬改定において、介護職員の安定確

保とともにその資質の向上が課題とされる中で介護職員処遇改善加算の「例外的かつ経過的な取

り扱い」の文言が削除され、その拡充が図られております。このため改定後の介護職員処遇改善

加算187,835千円については、介護報酬として売上高に計上するとともに同額を労務費として売

上原価に計上しております。

４．貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 796,275千円

５．損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引高

　 営業取引による取引高

　 売上高 512千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における自己株式の総数

　 普通株式 158,700株

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動）

賞与引当金 36,742千円

未払事業税 10,039千円

未払社会保険料 5,507千円

事業所閉鎖損失引当金 975千円

その他 1,376千円

　計 54,641千円

繰延税金資産(固定）

退職給付引当金 25,491千円

資産除去債務 8,697千円

繰延消費税等 2,923千円

減損損失 699千円

その他 263千円

　計 38,075千円

繰延税金資産の合計 92,717千円
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　（追加情報）

　 ＜法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正＞

　 「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成

　 28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算（ただし、平成

　 28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3％か

　 ら、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは

　 30.8％、平成30年４月１日以降のものについては30.6％にそれぞれ変更されております。

　 その結果、繰延税金資産の金額が4,739千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整

　 額が同額増加しております。

８．１株当たり情報に関する注記

１. １株当たり純資産額 642円13銭

２. １株当たり当期純利益 86円77銭
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
平成28年５月17日

株式会社ケアサービス
　取締役会 御中

京都監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 高 津 靖 史 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 勝 彦 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ケアサービスの平成２７年

４月１日から平成２８年３月３１日までの第２５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部

統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附

属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細

書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための

手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附

属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制

の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討

することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第25期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部
門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を
図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

― 35 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月30日 13時56分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月19日
株式会社ケアサービス 監査役会

常勤監査役 渡 辺 桂 ㊞

監 査 役 藤 好 優 臣 ㊞

監 査 役 吉　田 由美子 ㊞

（注）監査役藤好優臣及び監査役吉田由美子の両氏は、いずれも会社法第２条第16号及び第335条第
３項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な課題として位置づけて

おり、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。

第25期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、株主の皆様への還元強

化を図るため、次のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

　金銭

② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金12円50銭

　配当総額 24,266,250円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　平成28年６月28日

第２号議案 定款一部変更の件（１）

　１．提案の理由

当社及び子会社の事業の現状に即し、子会社を含めた今後の事業展開及び事業

内容の多様化に対応するため、及び同種目的を再検討し、整えるため、現行定

款第２条（目的）について所要の変更を行うものであります。

　２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

（目的）
第２条 （条文省略）

（目的）
第２条 （現行どおり）

１．高齢者、病人及び障害者（児）等の
入浴、食事その他の日常生活における介
護の請負

（変更案第11号に趣旨の統合）

２．高齢者、病人及び障害者（児）等の
移送の請負

（変更案第11号に趣旨の統合）
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現行定款 変更案

３．弁当、加工食品及び加工調理した食
品の提供及び宅配

（変更案第22号に移設、一部変更）

４．寝具、衣類等の販売及びクリーニン
グ並びに寝具乾燥

（変更案第13号に移設、一部変更)

５．在宅医療、在宅福祉に関する情報提
供及びコンサルティング

（変更案第12号及び第32号に趣旨の統
合）

６．健康機器、介護用品機具の小売り、
卸売り及びレンタル・リース

（変更案第18号に移設、一部変更)

７．食料品及び日用品雑貨の販売 （変更案第17号に移設、一部変更)

８．医薬品・医薬部外品・化粧品等の小
売り及び卸売り

（変更案第19号に移設、一部変更)

９．医療機器・高度医療機器の販売及び
貸与

（変更案第20号に移設）

10. 健康管理に関するセミナーの開設 （変更案第12号及び第32号に趣旨の統
合）

11．健康管理に関するコンサルティング （変更案第12号及び第32号に趣旨の統
合）

12．病院、養護老人ホーム、特別養護老
人ホーム、老人向け集合住宅建設等に関
するコンサルティング

（変更案第14号及び第15号に趣旨の統
合）

13．病院、養護老人ホーム、特別養護老
人ホーム、リハビリテーション及びトレ
ーニング施設等の経営

（変更案第14号及び第15号に趣旨の統
合）

14．老人向け集合住宅の管理・運営 （変更案第16号に移設）

15．旅行、スポーツ、催物の企画・運営 （変更案第37号に移設）

16．カルチャースクール、老人向け遊戯
施設等の経営

（変更案第14号及び第15号に趣旨の統
合）

17．会員制老人クラブの経営 （変更案第14号及び第15号に趣旨の統
合）

18．土木工事及び建築工事の設計、監
理、施工及び請負

（変更案第23号、第24号及び第25号に
趣旨の統合）
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現行定款 変更案

19．内装仕上工事及び外装工事（左官工
事、石工事、タイル・れんが・ブロック
工事、塗装工事、防水工事等）の設計、
施工及び請負

（変更案第23号、第24号及び第25号に
趣旨の統合）

20．美容室・理髪店の経営 （変更案第29号に移設）

21．生きがい、カルチャーに関するセミ
ナーのコンサルティング

（変更案第32号に趣旨の統合）

22．中高齢者の余暇活用、文化活動、地
域活動、ボランティア活動等に関するセ
ミナーの開催

（変更案第32号に趣旨の統合）

23．福祉事業に関する資格（社会福祉
士・介護福祉士・ホームヘルパー等）取
得のためのセミナー開催及びコンサルテ
ィング

（変更案第33号に移設、一部変更)

24．葬祭に附帯する業務の請負 （変更案第31号に趣旨の統合）

25．前各号の業務に関するコンサルティ
ング

（削 除）

26. 介護保険法による指定居宅介護支
援、介護予防指定居宅介護支援

１. 介護保険法による指定居宅介護支
援、介護予防指定居宅介護支援

27． 介護保険法による次の事業
①
～　 （条文省略）
⑨

２．介護保険法による次の事業
①
～　 （現行どおり）
⑨

　（現行定款第29号より移設） ⑩ 特定施設入居者生活介護、介護予防
特定施設入居者生活介護

⑩ （条文省略） ⑪ （現行どおり）

28. 介護保険法による次の地域密着型サ
ービス事業

３. 介護保険法による次の地域密着型サ
ービス事業

①
～ 　 （条文省略）
④

①
～ 　 （現行どおり）
④

29. 介護保険法による特定施設入所者生
活介護、介護予防特定施設入所者生活介
護

（変更案第２号⑩に移設）
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現行定款 変更案

（新 設） ４．介護保険法による介護予防・日常生
活支援総合事業
① 第１号通所事業
② 第１号訪問事業
③ 第１号介護予防支援事業

30. （条文省略） ５. （現行どおり）

31. 障害者自立支援法に基づく障害福祉
サービス事業

６. 障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービス事業

32. 障害者自立支援法に基づく相談支援
事業

７. 障害者総合支援法に基づく相談支援
事業

33. 障害者自立支援法に基づく地域生活
支援事業

８.障害者総合支援法に基づく地域生活
支援事業

（新 設） ９．老人福祉法に基づく有料老人ホーム
事業

34. 高齢者向け賃貸住宅の管理・運営 （変更案第10号に名称変更）

（現行定款第34号から名称変更） 10. サービス付き高齢者向け住宅の経営
及び受託運営事業
① 生活サポート受託運営事業
② その他サービス付き高齢者向け住宅
の設置、運営、管理

35. 産業廃棄物収集運搬業及び附帯する
業務の請負

（変更案第27号に移設）

36. 葬祭業者の斡旋・紹介及び葬祭に関
するコンサルティング

（変更案第30号に移設、一部変更）

（現行定款第１号及び第２号の趣旨を統
合）

11．高齢者・障害者等への生活支援サー
ビス及び介護事業

（新 設） 12．介護事業の運営・研修に係わるコン
サルティング事業

（現行定款第４号を移設、一部変更） 13．寝具・衣類等の販売及びクリーニン
グ並びに乾燥消毒業

（現行定款第12号、第13号、第16号及び
第17号の趣旨を統合）

14．病院、診療所及び医療施設の経営並
びに建設等に関するコンサルティング
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現行定款 変更案

（現行定款第12号、第13号、第16号及び
第17号の趣旨を統合）

15．特別養護老人ホーム、老人保健施設
及びカルチャースクール等の施設等の経
営並びに建設等に関するコンサルティン
グ

（現行定款第14号を移設） 16．老人向け集合住宅の管理・運営

（現行定款第７号を移設、一部変更） 17．衣料品、日用品雑貨及び食料品等の
物品販売

（現行定款第６号を移設、一部変更） 18．健康機器、介護用機器及び福祉用具
の販売及びレンタル・リース

（現行定款第８号を移設、一部変更） 19．医薬品・医薬部外品・化粧品等の販
売

（現行定款第９号を移設） 20．医療機器・高度医療機器の販売及び
貸与

（現行定款第44号を移設） 21. 介護関連機器・用品及び葬祭関連機
器・用品の輸出入

（現行定款第３号を移設、一部変更） 22．弁当、加工食品及び加工調理した食
品の提供及び配送

（現行定款第18号及び第19号の趣旨を統
合）

23．土木工事業及び建築工事業

（現行定款第18号及び第19号の趣旨を統
合）

24．内外装工事全般

（新 設） 25. 解体工事業

37. 住宅リフォーム業 26. 住宅リフォーム業

（現行定款第35号を移設） 27. 産業廃棄物収集運搬業及び附帯する
業務の請負

（新 設） 28. 遺品整理、遺品供養及び居室等の清
掃・消臭

（現行定款第20号を移設） 29．美容室・理髪店の経営

（現行定款第36号を移設、一部変更） 30．葬祭業者の斡旋及び紹介

（現行定款第24号の趣旨を統合） 31．葬祭に関する事業
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現行定款 変更案

（現行定款第５号、第10号、第11号、第
21号及び第22号の趣旨を統合）

32．各種研修、セミナーの開催及びコン
サルティング

（現行定款第23号を移設、一部変更） 33．福祉事業に関する資格（社会福祉
士・介護福祉士・ホームヘルパー等）取
得のための研修等開催及びコンサルティ
ング

（新 設） 34．介護要員の養成、指導及び紹介斡旋

（新 設） 35．労働者派遣事業

（新 設） 36．有料職業紹介事業

（現行定款第15号を移設） 37．旅行、スポーツ、催物の企画・運営

38.～43. （条文省略） 38.～43. （現行どおり）

44. 介護関連機器・用品及び葬祭関連機
器・用品の輸出入

（変更案第21号に移設）

45. 前各号に附帯関連する一切の業務 44. 前各号に附帯関連する一切の業務
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第３号議案 定款一部変更の件（２）

　１．提案の理由

① 当社の設置機関に関する条文を一つにまとめるため、第４条（機関）として

移設するものであります。

② 将来の機動的な資本政策のため、発行済株式の総数2,100,000株の４倍まで

発行可能株式総数の枠を広げ、現行定款第５条の発行可能株式総数を

8,400,000株に変更するものであります。

③ 根拠条文の明記及び各条項の見直し等、明確化を図るため、対象条項を変更

するものであります。

④ 子会社（上海福原護理服務有限公司）の設立に伴い、現行定款第14条（株主

総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）に「連結計算書類」を

追加するものであります。

⑤ 取締役会及び監査役会の機動的な運営を図るため、招集手続きを経ることな

く取締役会または監査役会を開催することを可能にするための規定を新設す

るものであります。

　２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

　（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

[新設（現行定款第18条、第31条及び第
42条より移設）]

（機関）
第４条 当会社は、株主総会及び取締役
のほか、次の機関を置く。
１．取締役会
２．監査役
３．監査役会
４．会計監査人

（公告の方法）
第４条 当会社の公告は、電子公告によ
り行う。
２ やむを得ない事由により、電子公告
によることができない場合は、日本経済
新聞に掲載する方法により行う。

（公告の方法）
第５条 当会社の公告は、電子公告によ
り行う。
２ 事故その他やむを得ない事由によ
り、電子公告によることができない場合
は、日本経済新聞に掲載する方法により
行う。

（発行する株式の総数）
第５条 当会社の発行可能株式総数は、
5,760,000株とする。

（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、
8,400,000株とする。

― 43 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月30日 13時56分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



現行定款 変更案

第６条～第９条 （条文省略） 第７条～第10条 （現行どおり）

（株主名簿管理人）
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置
く。
２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場
所は、取締役会の決議によって選定し、
公告する。
　 （新 設）

（株主名簿管理人）
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置
く。
２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場
所は、取締役会の決議によって選定し、
公告する。
３ 当会社の株主名簿及び新株予約権原
簿の作成ならびに備え置き、その他の株
主名簿及び新株予約権原簿に関する事務
は、これを株主名簿管理人に委託し、当
会社においてはこれを取り扱わない。

第11条～第12条 （条文省略） 第12条～第13条 （現行どおり）

（招集権者及び議長）
第13条 株主総会は、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役会の決議によ
って取締役社長がこれを招集する。取締
役社長に事故があるときは、あらかじめ
取締役会において定めた順序により、他
の取締役がこれを招集する。
２ 株主総会においては、取締役社長が
議長となる。取締役社長に事故があると
きは、あらかじめ取締役会において定め
た順序により、他の取締役が議長とな
る。

（招集権者及び議長）
第14条 株主総会は、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役会の決議によ
って取締役社長がこれを招集し、議長と
なる。取締役社長に事故があるときは、
あらかじめ取締役会において定めた順序
により、他の取締役が株主総会を招集
し、議長となる。
　 （削 除）

（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）
第14条 当会社は、株主総会招集に関
し、株主総会参考書類、事業報告、計算
書類に記載又は表示をすべき事項に係る
情報を、法務省令に定めるところに従い
インターネットを利用する方法で開示す
ることにより、株主に対して提供したも
のとみなすことができる。

（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）
第15条 当会社は、株主総会招集に関
し、株主総会参考書類、事業報告、計算
書類及び連結計算書類に記載又は表示を
すべき事項に係る情報を、法務省令に定
めるところに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、株主に
対して提供したものとみなすことができ
る。

第15条～第17条 （条文省略） 第16条～第18条 （現行どおり）

（取締役会の設置）
第18条 当会社は取締役会を置く。

[削除（変更案第4条に移設）]
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現行定款 変更案

（取締役会の招集通知）
第24条 取締役会の招集通知は、会日の
５日前までに各取締役及び各監査役に対
して発する。ただし、緊急の場合には、
この期間を短縮することができる。
　 （新 設）

（取締役会の招集通知）
第24条 取締役会の招集通知は、会日の
５日前までに各取締役及び各監査役に対
して発する。ただし、緊急の場合には、
この期間を短縮することができる。
２ 取締役及び監査役の全員の同意があ
るときは、招集の手続きを経ることなく
取締役会を開催することができる。

（監査役及び監査役会の設置）
第31条 当会社は監査役及び監査役会を
置く。

[削除（変更案第4条に移設）]

第32条～第35条 （条文省略） 第31条～第34条 （現行どおり）

（監査役会の招集通知）
第36条 監査役会の招集通知は、会日の
３日前までに各監査役に対して発する。
ただし、緊急の必要があるときは、この
期間を短縮することができる。
　 （新 設）

（監査役会の招集通知）
第35条 監査役会の招集通知は、会日の
３日前までに各監査役に対して発する。
ただし、緊急の必要があるときは、この
期間を短縮することができる。
２ 監査役全員の同意があるときは、招
集の手続きを経ることなく監査役会を開
催することができる。

第37条～第41条 （条文省略） 第36条～第40条 （現行どおり）

（会計監査人の設置）
第42条 当社は、会計監査人を置く。

[削除（変更案第4条に移設）]

第43条～第50条 （条文省略） 第41条～第48条 （現行どおり）
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第４号議案 取締役７名選任の件

　取締役全員（５名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、コーポレートガバナンスの充実のために社外取締役２名を新たに迎え、取締

役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社の株式数

１
福　原　敏　雄
ふく はら とし お

(昭和19年１月１日生)

昭和49年３月 サンセルフ商事株式会社（平成９年４月

当社に合併）設立 代表取締役

100株

平成２年６月 株式会社エヌ・シー・エス(平成９年４

月当社に合併)設立 代表取締役
平成３年５月 当社設立 代表取締役社長（現任）

平成27年８月 上海福原護理服務有限公司設立

董事長（現任）

（重要な兼職の状況）

上海福原護理服務有限公司 董事長

２
富　澤　政　信
とみ ざわ まさ のぶ

(昭和46年５月19日生)

平成９年８月 当社入社

3,200株

平成16年４月 当社エンゼルケア事業部長

平成18年６月 当社取締役エンゼルケア事業部長

平成22年10月 当社取締役事業統括本部長

平成25年４月 当社常務取締役事業統括本部長

平成26年６月 当社常務取締役常務執行役員事業統括本

部長
平成26年12月 当社常務取締役常務執行役員第一事業本

部長
平成28年１月 当社常務取締役常務執行役員事業統括本

部長（現任）

３
小
こ

　林
ばやし

　航太郎
こう た ろう

(昭和48年４月６日生)

平成８年２月 当社入社

5,500株

平成13年６月 当社監査役

平成15年６月 当社取締役訪問介護統括部長

平成17年６月 当社取締役通所介護運営担当

平成23年11月 当社取締役事業企画部長兼第四事業部長

平成26年１月 当社取締役事業統括本部長代理

平成26年６月 当社取締役執行役員事業統括本部長代理

平成26年12月 当社取締役執行役員第三事業本部長

平成28年１月 当社取締役執行役員第３事業部長（現

任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社の株式数

４
石　崎　利　生
いし ざき とし お

(昭和24年８月15日生)

昭和48年４月 京都セラミック株式会社（現 京セラ株

式会社）入社

5,800株

平成７年２月 同社本社営業管理部長兼財務部長

平成13年７月 同社東京八重洲事業所審査部長

平成16年１月 京セラ（中国）商貿有限公司 董事副総

経理
平成25年５月 当社入社 常勤顧問

平成25年６月 当社常勤監査役

平成25年11月 当社監査役辞任による退任

平成25年11月 当社社長補佐兼サポートセンター長

平成26年５月 当社社長補佐兼サポートセンター長兼経

理財務部長
平成26年６月 当社取締役社執行役員長補佐兼サポート

センター長兼経理財務部長
平成26年12月 当社取締役執行役員社長補佐兼サポート

センター長（現任）

５
福　原　俊　晴
ふく はら とし はる

(昭和54年３月１日生)

平成16年11月 株式会社レッグス入社

271,300株

平成22年１月 当社入社

平成23年７月 当社経営企画本部マネージャー

平成25年12月 当社経営企画部長

平成26年６月 当社取締役執行役員経営企画部長

平成26年12月 当社取締役執行役員経営企画部門長

平成27年11月 当社取締役執行役員副サポートセンター

長（現任）

６
※

藤　好　優　臣
ふじ よし まさ おみ

(昭和19年３月13日生)

昭和49年２月 監査法人中央会計事務所入所

2,000株

昭和54年６月 藤好公認会計士事務所開設 代表(現任)

平成17年６月 当社監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

　藤好公認会計士事務所 代表
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社の株式数

７
※

森　田　直　行
もり た なお ゆき

(昭和17年４月８日生)

昭和42年３月 京都セラミック株式会社（現京セラ

株式会社）入社

- 株

昭和62年６月 同社取締役

平成元年６月 同社常務取締役総務本部長

平成７年６月 同社代表取締役専務

平成７年10月 京セラコミュニケーションシステム

株式会社設立 代表取締役社長
平成18年４月 KCCSマネジメントコンサルティング

株式会社 代表取締役社長
平成18年６月 京セラ株式会社 代表取締役副会長

平成20年４月 京セラコミュニケーションシステム

株式会社 代表取締役会長
平成22年12月 日本航空株式会社 副社長執行役員

平成23年４月 KCCSマネジメントコンサルティング

株式会社 代表取締役会長
平成27年６月 株式会社NTMC 取締役会長（現任）

平成28年３月 株式会社ブロンコビリー

社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

　株式会社NTMC 取締役会長

　株式会社ブロンコビリー 社外取締役
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（注） １．各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
２．※は新任の取締役候補者であります。
３．上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。
４．藤好 優臣氏及び森田 直行氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独立役員

として届け出る予定であります。
５．新任社外取締役候補者の藤好 優臣氏は、現在、当社の社外監査役であり、その在任期間

は本株主総会終結の時をもって11年になり、本株主総会終結の時をもって社外監査役を辞
任されます。

６．社外取締役の選任理由、社外取締役としての独立性について
①藤好 優臣氏は、公認会計士としての豊富な経験及び実績から、当社監査役として、適切
なご意見を頂戴しており、社外取締役として適格性を有していると判断したためでありま
す。

②森田 直行氏は、京セラ株式会社の経営に長年携わられ、培われた企業経営者としての豊
富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。

③藤好 優臣氏及び森田 直行氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その
他の財産を受ける予定は無く、過去２年間に受けていた事実もありません。

④藤好 優臣氏及び森田 直行氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または
役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

⑤藤好 優臣氏は、当社または当社の特定関係事業者ではなく、過去５年間に当社の特定関
係事業者の業務執行者または役員となったことはありません。

⑥森田 直行氏は、平成18年４月から平成27年６月までKCCSマネジメントコンサルティング
株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任しておりました。
当社とKCCSマネジメントコンサルティング株式会社との取引は、一般消費者としての取引
であり、十分独立性を有していると判断しております。
KCCSマネジメントコンサルティング株式会社は京セラ株式会社の100％子会社であり、平
成28年3月に京セラコミュニケーションシステム株式会社と合併しました。

７．社外取締役との責任限定契約について
当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるように、社外取締役との間で
当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨定款に定めております。
藤好 優臣氏及び森田 直行氏の取締役選任議案が承認可決された場合は、当社は両氏と
の間で会社法第234条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契
約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額でありま
す。
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第５号議案 監査役２名選任の件

　本株主総会終結の時をもって、監査役藤好 優臣氏及び吉田 由美子氏が辞任され

ますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、江越 眞氏及び園部 洋士氏は、藤好 優臣氏及び吉田 由美子氏の補欠と

して選任されますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期

の満了すべき時までとなります。

　また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１
江　越
え ごし

　眞
まこと

(昭和18年２月19日生)

昭和49年９月 等松・青木監査法人（現：有限責任監

査法人トーマツ）入社

- 株
平成３年５月 同監査法人 代表参与

平成20年６月 同監査法人 顧問

平成22年７月 西村あさひ法律事務所 顧問（現任）

平成25年10月 監査法人アヴァンティア 顧問(現任)

２
園　部　洋　士
その べ ひろ し

(昭和40年２月12日生)

平成４年４月 最高裁判所司法研修所入所

- 株

平成６年４月 弁護士登録

平成６年４月 須田清法律事務所入所

平成13年10月 林・園部・藤崎法律事務所（現：林・

園部法律事務所）開設（現任）
平成22年３月 日本管理センター株式会社

社外監査役
平成25年３月 株式会社レッグス 社外監査役

（現任）
平成26年６月 東京鐵鋼株式会社社 社外監査役

（現任）
平成28年３月 株式会社PALTEK 社外取締役（現任）

平成28年３月 日本管理センター株式会社

社外取締役監査等委員（現任）

（重要な兼職の状況）

　林・園部法律事務所 パートナー弁護士

　日本管理センター株式会社 社外取締役監査等委員
　株式会社レッグス 社外監査役

　東京鐵鋼株式会社社 社外監査役

　株式会社PALTEK 社外取締役

（注）１．各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
　２．江越 眞氏及び園部 洋士氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として

届け出る予定であります。
　３．江越 眞氏を社外監査役候補者とした理由は、長年に渡り監査法人に在籍し、豊富な経験と

専門知識を有しており、主に会計分野において有益なアドバイスをいただけるものと判断
し、選任をお願いするものであります。

　４．園部 洋士氏を社外監査役候補者とした理由は、直接企業経営に関与された経験はありませ
んが、弁護士としての豊富な経験と専門知識の他に近年複数社の監査役を務めており、コン
プライアンスの観点からのみでなく、幅広く有益なアドバイスをいただけるものと判断し、
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選任をお願いするものであります。
　５．監査役との責任限定契約について
　 江越 眞氏及び園部 洋士氏の監査役選任議案が承認可決された場合は、当社は両氏との間

で会社法第234条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に
基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。

　 また、当社現任監査役である渡辺 桂氏との間で同様の契約を新たに締結する予定でありま
す。

以上
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ファミリーマート
公衆トイレ

サンクス

至 川崎

東口

東急REIホテル

アトレ大森

大森駅

株式会社ケアサービス
大森御幸ビル　５階

（１階　ブックオフ）

交番

バスターミナル

P

株主総会会場ご案内図
　

会 場 東京都大田区大森北一丁目２番３号
大森御幸ビル５階 株式会社ケアサービス本社
　 ☎ 03（5753）1170

　

〈交 通〉
　ＪＲ京浜東北線／大森駅（中央改札口）下車 徒歩１分
　京浜急行線（普通）／大森海岸駅下車 徒歩約10分
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